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一般廃棄物処理基準（収集運搬・処分）
施行令第３条第１項第１号

（収集運搬・処分）
➀飛散流出の防止
➁悪臭・騒音・振動による生活環境保全上の
支障防止措置

（収集運搬・処分のための施設）
➂生活環境保全上の支障防止措置

（運搬車、運搬容器等）
④飛散流出防止・悪臭防止

１



一般廃棄物処理基準（積替え保管）
施行令第３条第１項第１号

★収集運搬の積替え保管は許可が必要

★一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替えを行う場合
を除き、行ってはならない（収集・運搬の場合）

（実際にあった相談）
Q：駐車場で廃棄物を荷積みしたまま、駐車してよいか？
A：長時間は保管行為にあたりますので、ご遠慮ください。

Q：道路上で車両Aから車両Bに廃棄物を積替えてよいか？
A：廃棄物処理法違反となる可能性がありますので、ご遠慮
ください。
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一般廃棄物処理基準（積替え）
施行令第３条第１項第１号

①積替えの場所から一般廃棄物が飛散・流出・地
下浸透・悪臭発生することの防止措置
・汚水の流出防止のための排水設備
・ねずみや害虫の発生の防止

➁積替え要件
・積替え場所の周囲に囲いを設ける
・掲示板を設ける
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一般廃棄物処理基準（保管）
施行令第３条第１項第１号

①保管の場所から一般廃棄物が飛散・流出・地下
浸透・悪臭発生することの防止措置
・汚水の流出防止のための排水設備
・ねずみや害虫の発生の防止

➁保管要件
・保管場所の周囲に囲いを設ける
・掲示板を設ける
・積み上げた廃棄物の高さを基準以下にする
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令和６年４月から１０月末までに当課に寄せられた
苦情（計１８件）

33%

39%

28%
運転マナー

処理業（収運・処分）

不用品回収
・不法投棄



・収集車から錆汁がこぼれて道路を汚している。

・一般廃棄物収集運搬登録車両に、産業廃棄物収集運搬の表
示をして産業廃棄物を運搬している。

実際にあった苦情
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・廃棄物処理施設からの悪臭と騒音をどうにかしてほしい。
（産業廃棄物処分施設）

処理業（収運・処分）編



実際にあった苦情

運転マナー編
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・収集中・運転中の作業員から暴言を吐かれた

・収集車が私有地でUターンしているので、やめさせてほしい。

・収集車が交差点付近、かつ歩道に乗り上げて駐車している。

・収集車がサイドミラーを電柱にぶつけ、サイドミラーを置き去
りにしたまま逃走した。



実際にあった苦情

不用品回収・不法投棄編
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・〇〇という会社が不用品回収のチラシを配っているけど、不用品
回収をお願いしてよいのか？

・ごみ集積所に不法投棄されている。どうにかしてほしい。



処理基準を守るために

（収集運搬編）

□走行時はホッパードアを閉める（飛散流出防止）
□スピードを出しすぎない（飛散流出防止）
□こまめに洗車する（悪臭対策）
□路肩に長時間駐車しない（悪臭対策）

□作業員が離れている間はエンジンを切る（騒音対策）

等々

従業員への教育が重要です
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処理基準を守るために

（処分編）

□低騒音重機を使用する（騒音対策）
□こまめに散水を行う（飛散対策）
□保管容量を守る（飛散対策）
□常に飛散・流出・悪臭対策を行う 等々
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従業員への教育が重要です



許可業者

廃掃法の
罰則等

・改善命令
・措置命令
・事業停止
・許可取消

行政処分

行政指導

違
反
行
為

処理基準に違反すると？
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行政処分（不利益処分）
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・改善命令（法第１９条の３第１号）

処理基準に適合しない処理が行われた場合、期限を定めて処理

方法の変更など必要な措置を求める。

・措置命令（法第１９条の４第１項）

処理基準に適合しない処理が行われかつ生活環境の保全に支障

を生じている又は生じる恐れがある場合、期限を定めて、その支障

の除去又は発生防止のために必要な措置を求める。

・事業停止（法第７条の３）

違反行為の改善に係る行政指導に従わなかったとき等になされる。

・許可取消（法第７条の４）

重大な違反行為などがあった時や欠格要件に該当した時等になされる。


